菊川市農業委員会の
農業委員・農地利用最適化推進委員（募集・推薦案内）
菊川市では、農地法等に基づく許認可のほか、農地等の利用の最適化を促進するため菊川市農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します。


【推薦・募集の概要】

　◎募 集 委 員　　
 農業委員　16名　＊過半数は認定農業者等となります。
 農地利用最適化推進委員　18名　＊活動区域が定められています。
　　 ※身分は特別職の非常勤職員となります。
　◎委員の任期
 令和８年７月20日から令和11年７月19日まで ※３年間
　◎従事日数
 月10日程度 ※担当地域での活動、毎月１回の定例会を予定しています。
　◎受付期間
 令和８年２月24日(火)～３月27日(金)

　　 持参…受付時間は、午前８時15分～午後５時

　　 　　　※土･日曜日は除く。

 郵送…３月27日の消印のあるものまで有効

　　　【問合せ先】

菊川市役所　建設経済部農林課農地利用係

　　　　　〒439-8650　静岡県菊川市堀之内61番地

電話 0537-35-0939　　FAX 0537-35-2114
１　農業委員について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(1) 活動内容
　　① 農地の転用等に係る許認可

　　② 農地・農業経営等に係る証明

　　③ 農地等の利用の最適化の推進

　　　 ・担い手への農地利用の集積、集約化

　　　 ・耕作放棄地の発生防止、解消

　　　 ・新規農業参入の推進

(2) 募集内容

　　① 募集人員　16名
　　② 任　　期　令和８年７月20日から令和11年７月19日まで

　　③ 従事日数　月10日程度　※毎月１回の定例会を含みます。
　　④ 報　　酬　月額18,000円
　　⑤ 身　　分　特別職の非常勤職員

(3) 応募資格

　　　 農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農

 業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者

　※ただし、次のうちいずれかに該当する人は応募できません。
　　①破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
　　②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

　　　がなくなるまでの者

２　農地利用最適化推進委員について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(1) 活動内容

　　  農地等の利用の最適化の推進

　　　 ・担い手への農地利用の集積、集約化

　　　 ・耕作放棄地の発生防止、解消

　　　 ・新規農業参入の推進

(2) 募集内容

　　　① 募集人員　18名　＊農業委員会が定めた区域ごとに１名（別表参照：４ページ）

　　　② 任　　期　令和８年７月20日から令和11年７月19日まで
　　　③ 従事日数　月10日程度　※毎月１回の定例会を含みます。

　　　④ 報　　酬　月額18,000円

　　　⑤ 身　　分　特別職の非常勤職員

 (3) 応募資格

　　　 農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者

　 ※ただし、次のうちいずれかに該当する人は応募できません。

　 　①破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者

　　 ②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ
　　　 とがなくなるまでの者

３　推薦及び応募、応募状況の公表について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(1) 受付期間

　　受付期間は、令和８年２月24日（火）から令和８年３月27日（金）まで
　となります。
(2) 提出書類

	書類
	注意事項

	農業委員・農地利用最適化推進委員
（推薦・応募）申込書
	・農業委員会法等により必須の記載事項が定められています。記載事項の不備等のある場合、申し込みを受け付けできませんので、ご注意ください。


　　　※提出書類は、市役所本庁舎農林課に備えています。
 (3) 申込方法
受付期間に、上記の提出書類を市役所本庁農林課へ持参または郵送で提出してください。
【持参の場合】
※持参の場合の受付時間は、午前８時15分から午後５時までです。（土・日曜日は除きます。）

【郵送の場合】
　　　　※市役所農林課宛てに郵送してください。
なお、郵送による申し込みは、令和８年３月27日（金）消印有効です。


（郵送先）

〒439-8650

静岡県菊川市堀之内61番地

菊川市役所 建設経済部農林課 農地利用係

　(4) 応募状況の公表

　　　募集期間中、期間終了後の２回、市ホームページ等で下記の内容を公表します。
（※農業委員会等に関する法律施行規則第５条、第６条、第12条、第13条の該当事項）
　　　　① 推薦をする者（個人）については、「氏名」「職業」「年齢」及び「性別」

② 推薦をする者（法人）については、「名称」「目的」「代表者」または「管
 理人の氏名」「構成員の数」「構成員たる資格」「その他の当該推薦をする
者の性格を明らかにする事項」

③ 推薦を受ける者又は応募する者は、「氏名」「職業」「年齢」「性別」「経歴」及び「農業経営の状況」

④ 推薦を受ける者又は応募する者が認定農業者等であるか否か*。＊農業委員のみ
⑤ 推薦又は応募の理由

⑥ 推薦を受ける者が他委員の推薦を受けているか、また、応募する者が他委員
に応募しているか

⑦「推薦を受けた者の数」及び「そのうちの認定農業者等の数*」＊農業委員のみ
⑧「応募した者の数」及び「そのうちの認定農業者等の数*」＊農業委員のみ
４　選考方法・結果通知 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(1) 選考方法
　　応募者が定数を超えた場合等は、書類選考や面接等を行います。
(2) 結果通知

　　令和８年４月下旬までに申込者全員に文書で通知します。
５　農地利用最適化推進委員の活動区域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　農業委員会等に関する法律第17条第２項の規定により農業委員会が定めた地区表
	区域

番号
	区域名
	区域の大字（自治会）

	１
	西　方
	西方、堀之内

	２
	加　茂
	加茂

	３
	内田１
	下内田（稲荷部・段平尾・高田自治会の区域）、月岡、中内田（杉森、政所自治会の区域）、耳川

	４
	内田２
	中内田（森・御門・東平尾・西平尾自治会の区域）、平尾

	５
	横　地
	東横地、西横地、土橋、奈良野、三沢

	６
	六郷１
	半済（下半済自治会の区域を除く）、本所、朝日、青葉台、仲島

	７
	六郷２
	半済（下半済自治会の区域）、小出、神尾

	８
	六郷３
	牛渕、小沢、牧之原

	９
	河城１
	吉沢、沢水加、和田

	10
	河城２
	富田、潮海寺、柳

	11
	河城３
	倉沢、友田

	12
	平　川
	上平川、下平川

	13
	嶺　田
	嶺田、堂山新田、大石

	14
	小笠南１
	高橋

	15
	小笠南２
	河東

	16
	小笠東１
	川上（布引原自治会の区域を除く）

	17
	小笠東２
	丹野、古谷、赤土、川上（布引原自治会の区域）

	18
	小笠東３
	赤土（布引原自治会の区域を除く）、棚草、猿渡、目木
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